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  第７類 衛 生 

   第１章 一般廃棄物の処理 

   ○大里広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に 

    係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

                                  平成11年11月30日 

                                  条例第3号 

                               改正 平成14年12月 4日条例第 4号 

 

  （趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）

第９条の３第２項（同条第８項により準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基づき、同条第１項の

規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第７項の規定による一般廃棄物処理施設の変更

に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生活環境

影響調査」という。）の結果及び法第８条第２項各号に掲げる事項を記載した書類（以下「報告書等」と

いう。）の公衆への縦覧手続並びに利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意

見書」という。）を提出する機会を付与するための手続に関し、必要な事項を定めるものとする。    

 （対象となる施設の種類）                        

第２条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

は、法第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設（以下「施設」という。)とする。 

 （縦覧の告示）                             

第３条 管理者は、法第９条の３第２項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書

等を縦覧に供する場所（以下「縦覧の場所」という。）及びその期間（以下「縦覧の期間」という。）の

ほか、次に掲げる事項を告示するものとする。 

 (1) 施設の名称 

 (2) 施設の設置の場所 

 (3) 施設の種類 

 (4) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

 (5) 施設の処理能力（施設が最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場

所の面積及び埋立容量） 

 (6) 実施した生活環境影響調査の項目 

 （縦覧の場所及び縦覧の期間） 

第４条 縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 大里広域市町村圏組合事務局 

 (2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、管理者が指定する場所 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所 

２ 縦覧の期間は、告示の日から１月間とする。 

 （意見書の提出先等の告示）                                 

第５条 管理者は、法第９条の３第２項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書

を提出できる旨、意見書の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。 

 （意見書の提出先及び提出期限） 

第６条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

 (1) 大里広域市町村圏組合事務局 

 (2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、管理者が指定する場所 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所         

２ 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第４条第２項に規定する縦覧の期間満了の日の翌日

から起算して２週間を経過する日までに、管理者に意見書を提出することができる。 

 （環境影響評価との関係）   

第７条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は埼玉県環境影響評価条

例（平成６年埼玉県条例第６１号）に基づく環境影響評価（生活環境影響調査に相当する内容を有するも

のに限る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第３条から前条までに定める手続を経たものとみ

なす。 

 （他の市町村との協議） 

第８条 管理者は、施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、大里広域市町村圏組

合を構成する市町の区域に属しない区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告

書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。 
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 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則       

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成14年12月4日条例第4号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に 

    係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例 

    施行規則 

                                  平成11年11月30日 

                                  規則第3号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の

縦覧等の手続に関する条例（平成１１年条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 （縦覧の期間等） 

第２条 報告書等の縦覧のできる日は、条例第４条第２項の規定による縦覧の期間のうち、大里広域市町村

圏組合の休日を定める条例（平成２年条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日以外の日とする。 

２ 縦覧の時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

 （縦覧の手続） 

第３条 報告書等を縦覧しようとする者（以下「縦覧者」という。）は、縦覧申込書（別記様式）に必要な

事項を記入しなければならない。 

 （縦覧者の遵守事項） 

第４条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

 (2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

 (3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

 (4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。 

２ 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。 

 （意見書の記載事項） 

第５条 条例第６条第２項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 (1) 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地） 

 (2) 施設の名称 

 (3) 生活環境の保全上の見地からの意見 

 （その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



 230 

別記様式  

 

縦 覧 申 込 書 

    

 施設の名称   

 告示年月日  年   月   日 

縦 覧 期 間  年   月   日から 

   年   月   日まで 

 

 縦覧年月日 氏    名 住    所  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

遵守事項 

 １ 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。 

２ 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。 

３ 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

４ 係員の指示があった場合には、それに従うこと。 
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   ○大里広域市町村圏組合ごみ焼却施設設置及び管理条例 

                                  平成13年3月30日 

                                  条例第8号 

                               改正 平成14年12月 4日条例第 4号 

改正                                平成17年10月 1日条例第 1号 

改正                                平成17年12月27日条例第 4号 

                                  平成19年 2月13日条例第 2号 

 

 （設置） 

第１条 本組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１条に定める目的を

達成するため、ごみ焼却施設（以下「施設」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 

大里広域市町村圏組合立熊谷衛生センター 熊谷市西別府５８３番地１ 

大里広域市町村圏組合立深谷清掃センター 深谷市樫合７５０番地 

大里広域市町村圏組合立江南清掃センター 熊谷市千代９番地 

 （廃棄物の範囲） 

第３条 施設で処理する廃棄物の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 家庭生活に伴って生じた可燃性の一般廃棄物 

 (2) 事業活動に伴って生じた可燃性の一般廃棄物 

 (3) 管理者が特に必要があると認める廃棄物 

 （搬入の制限） 

第４条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の制限をすることができる。 

 (1) 一般廃棄物以外の廃棄物を搬入するとき。 

 (2) 有害性又は危険性があり、施設で処理不可能な一般廃棄物を搬入するとき。 

 (3) 組合市町の区域以外から一般廃棄物を搬入するとき。 

 (4) その他特に管理者が必要と認めるとき。 

 （手数料） 

第５条 施設の廃棄物処理手数料については、別に条例で定める。 

 （職員） 

第６条 施設に必要な職員を置く。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成14年12月4日条例第4号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

附 則（平成17年12月27日条例第4号） 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成19年 2月13日条例第2号） 

この条例は、平成１９年２月１３日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合ごみ焼却施設設置及び管理条例施行規則 

                                  平成13年3月30日 

                                  規則第1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合ごみ焼却施設設置及び管理条例（平成１３年条例第８号。以下

「条例」という。）第７条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 （その他の搬入制限） 

第２条 条例第４条第４号に規定する搬入の制限は、次のとおりとする。 

 (1) 施設が故障その他の理由により処理作業が困難なとき。 

 (2) 搬入者が廃棄物処理手数料を納付しないとき。 

 (3) 管理者が施設の管理上特に必要があると認めるとき。 

 （休業日及び搬入時間）  

第３条 施設の休業日及び搬入時間は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 休業日 

  ア 日曜日及び土曜日 

  イ １２月３１日から１月３日まで 

 (2) 搬入時間 

  ア 午前８時３０分から午後４時３０分まで（前号に規定する休業日を除く。） 

２ 管理者は、施設の管理その他必要があると認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。 

 （分掌事務） 

第４条 施設の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 施設の運転業務に関すること。 

 (2) 廃棄物処理手数料の取扱いに関すること。 

 (3) 施設の維持管理に関すること。 

 (4) 施設に係る資材、部品等の出納及び保管に関すること。 

 （その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
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   ○大里広域市町村圏組合不燃物処理施設設置及び管理条例 

                                 昭和58年3月30日  

                                 条例第4号  

                              改正 平成13年 3月30日条例第 5号 

平成17年10月 1日条例第 1号 

 

 大里広域市町村圏組合立不燃物処理センター設置条例（昭和４８年条例第２号）の全部を改正する。 

 （設置） 

第１条 本組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１条に定める目的

を達成するため、不燃物処理施設を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 不燃物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名       称 位       置 

大里広域市町村圏組合立大里広域クリーンセンター 熊谷市大麻生２００番地２ 

（職員） 

第３条 不燃物処理施設に必要な職員を置く。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成13年3月30日条例第5号） 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年10月1日条例第1号） 

この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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○大里広域市町村圏組合不燃物処理施設設置及び管理条例施行規則 

                                  平成13年3月30日  

                                  規則第2号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合不燃物処理施設設置及び管理条例（昭和５８年条例第４号）第

４条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 （休業日及び搬入時間） 

第２条 施設の休業日及び搬入時間は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 休業日 

  ア 日曜日及び土曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

  ウ １月２日、３日及び１２月３１日 

 (2) 搬入時間 

  ア 午前８時３０分から午後４時まで（前号に規定する休業日を除く。） 

２ 管理者は、施設の管理その他必要があると認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。 

 （分掌事務） 

第３条 施設の分掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 施設の運転業務に関すること。 

 (2) 施設の維持管理に関すること。 

 (3) 施設に係る資材、部品等の出納及び保管に関すること。 

 （その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
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○大里広域市町村圏組合一般廃棄物処理施設の技術管理者の 

資格を定める条例 
平成 25 年 3 月 29 日  

                               条例第 2 号 

                           改正 令和元年 11月 18日条例第 4号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）

第２１条第３項の規定に基づき、大里広域市町村圏組合が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者

の資格に関し必要な事項を定めるものとする。 

（技術管理者の資格） 

第２条 法第２１条第３項の条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 

⑴  技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水道部門又は

衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。） 

⑵  技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上廃棄物の

処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

⑶  ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

⑷  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（短期大学を除く。次号において同じ。）の

理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２

年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑸  学校教育法に規定する大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及

び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

⑹  学校教育法に規定する短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号及び次号において

「専門職大学前期課程」という。）を含む。同号において同じ。）又は高等専門学校の理学、薬学、工

学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した（専

門職大学前期課程を修了した場合を含む。）後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

⑺  学校教育法に規定する短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課

程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した（専門職大学前期課程を修

了した場合を含む。）後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑻  学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科

を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑼  学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又は

これらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

⑽ １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

⑾ 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第２章 基 金 

   ○大里広域市町村圏組合不燃物処理施設建設基金条例 

平成13年3月30日 

                                  条例第7号 

 

 （設置） 

第１条 不燃物処理施設を建設する経費の財源に充てるため、大里広域市町村圏組合不燃物処理施設建設基

金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立） 

第２条  基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

第３条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなら

ない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条  基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条  管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に

属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （委任） 

第６条  この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。  
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   ○大里広域市町村圏組合ごみ処理施設整備基金条例 

                                  平成18年11月16日 

条例第 7号 

 

 （設置） 

第１条 ごみ焼却施設及び不燃物処理施設の大規模修繕等に要する経費の財源に充てるため、大里広域市町

村圏組合ごみ処理施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなら

ない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金

に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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   第３章 手数料 

   ○大里広域市町村圏組合廃棄物処理手数料徴収条例 

                                  平成13年3月30日 

                                  条例第9号 

                               改正 平成14年12月 4日条例第 4号 

                                  平成18年11月16日条例第 6号 

                                  平成27年11月17日条例第 7号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２８条第１項の規定に基づき、大里広域

市町村圏組合（以下「組合」という。）が徴収する廃棄物処理手数料（以下「手数料」という。）に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 （手数料の徴収等） 

第２条 組合は、別表に掲げる手数料を搬入者から徴収する。ただし、組合市町が搬入する場合は徴収しな

い。 

２ 手数料は、搬入の際納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合は他の方法によるこ

とができる。 

 （手数料の減免） 

第３条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表の規定は、平成１３年７月１日以後、ごみ焼却施設に搬入される廃棄物の処理に係る手数料につい

て適用し、同日前までに搬入される廃棄物の処理に係る手数料については、次の表を適用する。 

区   分 基 準 手数料 

事業活動に伴って生じた 

可燃性の一般廃棄物 

熊谷衛生センター １０kgにつき １２０円 

深谷清掃センター １０kg以上 

１００kg未満 

８００円 

１００kg以上について 

１０kgにつき 

８０円加算 

江南清掃センター １０kgにつき ８０円 

備考：１０㎏未満の端数があるときは、これを切り上げる。 

   附 則（平成14年12月4日条例第4号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 附 則（平成18年11月16日条例第6号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則（平成27年11月17日条例第7号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

区   分 基   準 手数料 

家庭生活に伴って生じた 

可燃性の一般廃棄物 

５０㎏を超える部分について１０kgにつき １０円 

事業活動に伴って生じた 

可燃性の一般廃棄物 

１０kgにつき １８０円 

管理者が特に必要があると 

認める廃棄物 

１０kgにつき １８０円 

備考 １０㎏未満の端数があるときは、これを切り上げる。 
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   ○大里広域市町村圏組合廃棄物処理手数料徴収条例施行規則 

                                  平成13年3月30日 

                                  規則第3号 

                               改正 令和3年2月26日規則第1号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、大里広域市町村圏組合廃棄物処理手数料徴収条例（平成１３年条例第９号）第４条の

規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 （納入方法等） 

第２条 条例第２条第２項ただし書に規定する他の方法は、当該月分をまとめて翌月納入する方法をいう。 

２ 前項の規定により納入する場合は、予め管理者に届け出るものとする。 

 （減免の申請） 

第３条 条例第３条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書（別記

様式）を管理者に提出しなければならない。 

 （その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

別記様式  

 

廃棄物処理手数料減免申請書 

 

                                                                            年   月   日 

 

    大里広域市町村圏組合管理者  氏  名  様 

 

住  所                                               

申請者                                                         

氏  名                                              

 

大里広域市町村圏組合廃棄物処理手数料徴収条例第３条の規定により、廃棄物処理手数料の減額（免除）を 

受けたいので、申請します。 

 

 廃棄物の種類 

 

 

 

 

 

 

 

減免申請の理由 

 

 

 

 

 

 

減免の金額 

 

 

 

 

 

 
 


